
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章   事 業 所                                 

 



１５　産業（大分類）別事業所数及び従業者数の推移
　　　 (単位：事業所･人）

事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者

2,140 16,347 2,158 16,801 2,133 16,857 1,908 11,884 1,956 16,408

第１次産業 2 3 3 22 5 60 5 48 4 30

Ａ 農　　　業 2 3 3 22 5 60 　　― 　　― 4 30

Ｂ 林　　　業 0 0 0 0 0 0 　　― 　　― 0 0

Ｃ 漁　　　業 0 0 0 0 0 0 　　― 　　― 0 0

第２次産業 340 4,221 329 4,023 329 3,794 284 3,383 271 3,202

Ｄ 鉱　　　業 1 52 1 13 0 0 0 0 1 8

Ｅ 建　設　業 169 1,385 176 1,528 190 1,579 162 1,319 160 1,240

Ｆ 製　造　業 170 2,784 152 2,482 139 2,215 122 2,064 110 1,954

第３次産業 1,798 12,123 1,826 12,756 1,799 13,003 1,619 8,453 1,681 13,176

Ｇ
　電気･ガス・
熱供給 ・水道

業
3 44 2 43 3 42 1 15 3 23

Ｈ 運輸・通信業 36 470 38 483 39 532 29 303 37 496

Ｉ
卸売・小売業・

飲食店
1,068 4,152 1,026 4,558 954 4,484 898 4,346 878 4,420

Ｊ 金融・保険業 24 323 26 335 27 376 24 330 22 262

Ｋ 不動産業 75 121 94 157 120 225 116 201 110 210

Ｌ サービス業 571 4,218 617 4,858 634 5,157 551 3,258 611 5,325

Ｍ
公務（他に分類
されないもの）

21 2,795 23 2,322 22 2,187 　　― 　　― 20 2,440

資料：事業所・企業統計調査

（注）平成１１年事業所・企業統計調査は，５年ごとに実施される大規模調査の中間年に行われる簡易

　  調査に当たる。調査の対象は，民営の事業所のみで，公務（国，地方公共団体）については，調査

　  対象外となっている。また，第１次産業の内訳は，集計がされていないため，合計のみの掲載とした。

　　　

総　　数

年　　次 １３平成　３

区　　分

昭和　６１ ８ 　　１１(注）
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１５　産業（大分類）別事業所数及び従業者数の推移
　　　 (単位：事業所･人）

事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者

1,747 11,398 0 0 0 0 0 0 0 0

第１次産業 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0

Ａ 農　　　業 5 35

Ｂ 林　　　業 　　― 　　―

Ｃ 漁　　　業 　　― 　　―

第２次産業 244 2,858 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｄ 鉱　　　業 　　― 　　―

Ｅ 建　設　業 140 969

Ｆ 製　造　業 104 1,889

第３次産業 1,498 8,505 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｇ
　電気･ガス・
熱供給 ・水道

業
1 8

Ｈ 情報通信業 5 33

Ｉ 運輸業 25 409

Ｊ 卸売・小売業 548 3,163

Ｋ 金融・保険業 22 283

Ｌ 不動産業 125 192

Ｍ 飲食店，宿泊業 280 1,311

Ｎ 医療，福祉 88 1,083

Ｏ
教育，学習支援

業
56 445

Ｐ
複合サービス事

業
9 73

Ｑ
サービス業（他
に分類されない

もの）
339 1,505

Ｒ
公務（他に分類
されないもの）

　　― 　　―

資料：事業所・企業統計調査

（注）平成１６年事業所・企業統計調査は，５年ごとに実施される大規模調査の中間年に行われる簡易

　  調査に当たる。調査の対象は，民営の事業所のみで，公務（国，地方公共団体）については，調査

　  対象外となっている。

 　　　区分は平成14年3月改正の第11回日本標準産業分類による。    

総　　数

年　　次

区　　分

平成　１６(注）
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１６　産業（大分類）別従業者規模別事業所数及び従業者数
                   （単位：事業所・人）

１～４人 ５～９人 10～19人 20～29人 30人以上
派遣・下請
従業者のみ

1,747 1,167 287 179 41 66 7 　　　―

第１次産業 5 　　　― 1 　　　― 　　　― 1 3 　　　―

Ａ 　農　　　業 5 　　　― 1 　　　― 　　　― 1 3 　　　―

Ｂ 　林　　　業 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　―

Ｃ 　漁　　　業 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　―

第２次産業 244 113 59 38 6 27 1 　　　―

Ｄ 　鉱　　　業 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　―

Ｅ 　建　設　業 140 68 40 24 2 5 1 　　　―

Ｆ 　製　造　業 104 45 19 14 4 22 　　　― 　　　―

第３次産業 1,498 1,054 227 141 35 38 3 　　　―

Ｇ
　電気・ガス・
  熱供給・水道業

1 　　　― 1 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　―

Ｈ 　情報通信業 5 2 2 1 　　　― 　　　― 　　　― 　　　―

Ｉ 　運輸業 25 3 5 10 4 3 　　　― 　　　―

Ｊ 　卸売・小売業 548 375 99 52 8 14 　　　― 　　　―

Ｋ 　金融・保険業 22 7 3 9 　　　― 3 　　　― 　　　―

Ｌ 　不動産業 125 122 2 1 　　　― 　　　― 　　　― 　　　―

Ｍ 　飲食店，宿泊業 280 196 47 25 9 2 1 　　　―

Ｎ 　医療，福祉 88 36 20 15 7 10 　　　― 　　　―

Ｏ 　教育，学習支援業 56 43 8 2 　　　― 3 　　　― 　　　―

Ｐ 　複合サービス事業 9 1 4 4 　　　― 　　　― 　　　― 　　　―

Ｑ
　サービス業（他に
分類されないもの）

339 269 36 22 7 3 2 　　　―

Ｒ
　公務（他に分類さ
れないもの）

　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　―

11,398 2,358 1,880 2,364 947 3,849 　　　― 　　　―

第１次産業 35 0 5 　　　― 0 30 　　　― 　　　―

Ａ 　農　　　業 35 　　　― 5 　　　― 　　　― 30 　　　― 　　　―

Ｂ 　林　　　業 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　―

Ｃ 　漁　　　業 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　―

第２次産業 2,858 283 391 489 131 1,564 　　　― 　　　―

Ｄ 　鉱　　　業 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　―

Ｅ 　建　設　業 969 172 262 300 49 186 　　　― 　　　―

Ｆ 　製　造　業 1,889 111 129 189 82 1,378 　　　― 　　　―

第３次産業 8,505 2,075 1,484 1,875 816 2,255 　　　― 　　　―

Ｇ
　電気・ガス・
  熱供給・水道業

8 　　　― 8 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　―

Ｈ 　情報通信業 33 6 12 15 　　　― 　　　― 　　　― 　　　―

Ｉ 　運輸業 409 10 36 141 96 126 　　　― 　　　―

Ｊ 　卸売・小売業 3,163 825 641 688 198 811 　　　― 　　　―

Ｋ 　金融・保険業 283 14 19 133 　　　― 117 　　　― 　　　―

Ｌ 　不動産業 192 167 10 15 　　　― 　　　― 　　　― 　　　―

Ｍ 　飲食店，宿泊業 1,311 389 315 337 193 77 　　　― 　　　―

Ｎ 　医療，福祉 1,083 77 127 208 166 505 　　　― 　　　―

Ｏ   教育，学習支援業 445 68 50 24 　　　― 303 　　　― 　　　―

Ｐ 　複合サービス事業 73 2 31 40 　　　― 　　　― 　　　― 　　　―

Ｑ
　サービス業（他に
分類されないもの）

1,505 517 235 274 163 316 　　　― 　　　―

Ｒ
　公務（他に分類さ
れないもの）

　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　― 　　　―

資料：平成１６年事業所統計調査

（注）平成１６年事業所・企業統計調査は，５年ごとに実施される大規模調査の中間年に行われる簡易調査
に当たる。調査の対象は，民営の事業所のみで，公務（国，地方公共団体）については，調査対象外となっ
ている。

国・地方
公共団体

事 業 所 総 数

従 業 員 総 数

区　　　分 総　数
民営事業所　（従業者数別）

３－１６


